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学校教育事業の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 

鹿児島地区合併協議会 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(46)　学校教育事業 ###

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山 区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島喜入松元郡山 区分 経過

1 奨学資金貸付制度 ○ × ○ ○ ○ ○ Ｂ △ 21 学校給食の管理運営事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

2 就学援助事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22 給食費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

3 遠距離通学費補助事業 ○ ○ ○ ○ × ○ Ｂ △ 23 教育相談の充実 ○ × ○ ○ ○ ○ Ｂ

4 公立幼稚園の管理運営 ○ × ○ × ○ × Ｂ

5 公立幼稚園保育料減免制度 ○ × ○ × ○ × Ｂ

6 公立幼稚園児の送迎 × × ○ × ○ × Ａ △

7 高校生等通学補助 × × ○ × × × Ｃ △

8 学校クーラーの設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ

9 教職員住宅管理事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

10 私立幼稚園就園奨励費補助事業 ○ ○ × ○ ○ ○ Ｂ

11 校区の弾力化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

12 特認校児童送迎事業 × × × × × ○ Ｃ △

13 活性化促進就学助成金 × × × ○ × × Ｃ △

14 学校評議員制度 ○ × × × ○ ○ Ｂ

15 複式学級講師補助 × × × ○ × × Ｃ

16 国際交流教育の推進事業 ○ ○ × ○ ○ ○ Ｂ

17 個性あふれる学校づくり推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

18 障害児教育の推進(小・中工事) ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

19 預かり保育事業 ○ × ○ × × × Ｂ

20 中学校選手遠征費補助金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町

1 奨学資金貸付制度 ・対象
　高等学校等に在学するもの
　（中等教育学校の後期課程・高等専
　門学校〈１～３年生まで〉・盲、
　聾、養護学校の高等部・専修学校
　の高等課程）
・貸与月額
　国公立　　18,000円
　私  立　　30,000円
・基金総額
　　 250,000千円（平成14年度末）

該当なし。 ・対象
　高等学校・専修学校・各種学校及び
　大学・大学院に在学する者
・貸与月額
　高等学校　13,000円以内
　大学等    30,000円以内
・基金総額
　　　30,631,599円(平成14年度末)

・対象
　高等学校・大学(短期大学を含
む）、
　高等専門学校及び専修学校(学校教
　育法に規定する学校）に在学する者
・貸与月額
　高等学校　15,000円
　短期大学、高等専門学校及び
　専修学校　22,500円
　大　 学 　30,000円
・基金総額
     30,000千円（平成14年度末）
(主管課は教育委員会総務課、資金は
財団法人の基金を運用)

項　　　　　目
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町

・対象
　高等学校・高等専門学校又は大学、
　短期大学、専修学校に在学する者
・貸与月額
　高等学校、高等専門学校、
　専修学校高等部　　10,000円以内
　専修学校専門課程、一般課程、
　短期大学、大学 　 20,000円以内
・基金総額
    6,629,792円（平成１４年度末）

・対象
　高等学校・高等専門学校又は大学
　（短期大学を含む）に在学する者
・貸与月額
　町内高等学校　10,000円
　町外高等学校　20,000円
　高等専門学校又は大学　25,000円
・基金総額
     27,659千円（平成１４年度末）

奨学金貸与対象者、貸与額等が異なる。
喜入町は、財団法人喜入町加根又育英会が実施。

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。ただし、桜島町、松元町、郡山町が合併する
日の前日までに貸与を決定した奨学生については、正
規の修業期間を終了するまでの間、現行どおりとす
る。
桜島町、松元町及び郡山町の基金条例は合併の前日ま
でに廃止し、現金については合併時に鹿児島市の一般
会計の歳入に繰り入れ、貸付金については債権として
引き継ぐものとする。
喜入町は合併する日の前日までに制度を財団法人加根
又育英会に引き継ぐものとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

2 就学援助事業 制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・４～５月

認定基準・・・生活保護基準額を基に世
               帯ごとの目安となる基準額を
               設定

支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    　　校外活動費（泊あり）
　　　　体育実技用具費
　　　　通学費

制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・在校生　２月
　　　　　　　　 新入生　４月

認定基準・・・国の認定基準に基づく
　　　　　　　（前年度又は当該年度におい
　　　　　　　て生活保護法に基づく保護の
　　　　　　　停止又は廃止を受けた者等）
　
支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・在校生　３月
　　　　　　　　 新入生  ４月

認定基準・・・国の認定基準に基づく
　　　　　　　（前年度又は当該年度におい
　　　　　　　て生活保護法に基づく保護の
　　　　　　　停止又は廃止を受けた者等）

支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・在校生　３月
　　　　　　　　 新入生　４月

認定基準・・・生活保護基準額を基に世
                 帯ごとに設定

　
支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・４～５月

認定基準・・・国の認定基準に基づく
　　　　　　　（前年度又は当該年度におい
　　　　　　　て生活保護法に基づく保護の
　　　　　　　停止又は廃止を受けた者等）

　
支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

制度・・・児童・生徒の学校教育において
　　　　　経済的に困窮している保護者に
　　　　　学校での費用の一部を援助する

申請時期・・・在校生　３月
　　　　　　　   新入生　４月

認定基準・・・国の認定基準に基づく
　　　　　　　（前年度又は当該年度におい
　　　　　　　て生活保護法に基づく保護の
　　　　　　　停止又は廃止を受けた者等）

　
支給項目
　　　　学用品費等
　　　　新入学学用品費
　　　　修学旅行費
　　　　学校給食費
　　　　医療費
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申請時期、認定基準、支給項目等が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

3 遠距離通学費補助事業 ・対象者
　　市立小・中学校に校区内から通
　学し、交通機関を利用している児童
　生徒の保護者
　　　児童　片道4㎞以上
　　　生徒　片道6㎞以上　    51人

・補助額
　　１カ月当たりの通学定期券の購入
　費（学期内に1月に満たない期間が
　あるときは、1月通学定期券と登校
　すべき日数に利用した交通期間の
　旅客運賃のいずれか低い額）

・対象者
　　町内に在住する児童・生徒で遠距
  離を通学する者
　　　　児童　片道4㎞以上
　　　　生徒　片道6㎞以上　206人

・補助額　　バス利用者　　194人
　　　　　　　　年額　　　24,000円
          　自転車利用者  12人
            　  購入費　　30,000円

・対象者
　　児童・生徒については赤水・高免
　地域から通学する者
   児童　片道4㎞以上、
   生徒　片道6㎞以上　　95人

・補助額　児童22人
　　　　　　通学定期券から1,240円
　　　　　  の個人負担額を控除した
            額
　　　　　生徒15人
　　　　　　通学定期券から1,450円
　　　　　  の個人負担額を控除した
            額

・対象者
　　町内に在住し、学校までの通学距
  離が片道4㎞以上あり、通学費を負
　担している保護者　227人

　

・補助額　鉄道利用者　212人
　　　　　　6月通学定期券×2回
　　　　　自転車利用者
　　　　　　6月通学定期相当額×2回

4 公立幼稚園の管理運営 1設　立  昭和53年4月1日
2園　数　２園（宮川、皆与志）
3学級数　２
4園児数  宮川14人、皆与志18人
5教職員　教諭2人

該当なし。 1設　立  昭和48年4月1日
2園　数　1園（桜峰）
3学級数  ３
4園児数  60人
5教職員　教諭4人、園長１人

該当なし。
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 ・対象者
　　町立小学校へ通学し、交通機関を
　利用している者
　　児童　片道4㎞以上　28人
　　身体に障害がある児童　片道2㎞
　　以上
     14年度対象者なし

・補助額
　　１カ月当たりの通学定期券の購入
　額の65％以内とし、予算の範囲内と
　する。ただし、通学定期購入額から
　補助金を引いた額が1,000円を超え
　た場合は、その超える額を加算支
　給することができる。

（自転車通学）
①自転車の点検を公費で行っている。
　　手数料　150円×46台
②自転車の保険を公費でかけている。
    保険料 450円×35台

補助対象者及び補助額が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。ただし、学校統合により創設された喜入町の
補助事業については、当分の間、継続する。

1設　立  昭和32年4月1日
2園　数　1園（松元）
3学級数  ５
4園児数  140人
5職　員　教諭６人、園長１人

該当なし。 鹿児島市、桜島町及び松元町のみ。 桜島町、松元町の幼稚園については、合併時に鹿児島
市の幼稚園として引き継ぐものとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

5 公立幼稚園保育料減免制
度

生活保護世帯･市民税非課税世帯
　　…保育料額全額免除

所得割額　5,000円未満の世帯
　　…保育料額の3分の2（47,200円）
　　　減額

所得割額10,000円未満の世帯
　　…保育料額の2分の１(35,400円）
　　　減額

（鹿児島市立幼稚園の保育料の減免に
関する規則　昭和５３年４月１日）

該当なし。 生活保護世帯・町民税非課税世帯
　　　…20,000円減額

所得割が非課税世帯
　　　…20,000円減額

（国の幼稚園就園奨励費補助金の国庫
補助限度額の基準）

該当なし。

6 公立幼稚園児の送迎 該当なし。 該当なし。 送迎　①町営定期バス料金を全額補助
　　　②定期バスに送迎人(臨時)が
　　　　乗り込んで送迎

該当なし。
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

生活保護世帯・町民税非課税世帯
　　　…20,000円減額

所得割が非課税世帯
　　　…20,000円減額

（国の幼稚園就園奨励費補助金の国庫
補助限度額の基準）

該当なし。 減免基準が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

送迎　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ2台で送迎
       (運転手は嘱託)
　　　　①H8.4.5 購入
        ②H11.1.7購入

該当なし。 桜島町及び松元町のみ。 桜島町のバス料金補助制度については、合併する年度
の翌年度に廃止する。ただし、合併する年度に制度の
適用を受けている者については、卒園時まで継続する
ものとする。送迎人については現行どおりとする。
松元町の送迎バスについては存続させるが、運営方法
等については合併時までに調整する。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

7 高校生等通学補助 該当なし。 該当なし。 ・対象者
　桜島町に住民登録をし居住している
　者で、町営バス及び町営フェリｰで
　通学している高校生・大学生等
・補助金
　バス・フェリｰ利用者
　　通学定期個人負担額 4,120円を超
　　える金額を補助する。（月額）
（14年度決算額　2,042千円）

該当なし。

8 学校クーラーの設置 設置室
　図書室、保健室、コンピュータ室、
　校長室、音楽室、職員室、
　事務室、主事室、理科実験室、
　家庭科調理室、視聴覚室
　（中・高）、教育相談室(中・高）
※　活動火山対策特別措置法（国庫補
　助）に基づき設置。

設置室
　パソコン室

※　単独費で設置（一部「公立学校施
　設整備費国庫補助要項」に基づき補
　助事業で設置）

設置室
　全教室

※　活動火山対策特別措置法（国庫補
　助）に基づき設置

設置室
　図書室、保健室、
　パソコン室(中学校）
　小学校は年次計画で実施中

※　単独費で設置（一部「公立学校施
　設整備費国庫補助要項」に基づき補
　助事業で設置）
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 桜島町のみ。 合併する年度から起算して３年度を経過した年度まで
に廃止するものとし、廃止までの間の補助金の額につ
いては段階的調整を行うものとする。
合併する年度は現行どおりとする。

（調整内容）
補助金の額については、
・合併する年度の翌年度は、バス及びフェリーの通学
定期料金の合計額から当該通学定期の最低料金の合計
額を差し引いた額の3/4の金額とする。
・合併する年度の翌々年度は、バス及びフェリーの通
学定期料金の合計額から当該通学定期の最低料金の合
計額を差し引いた額の2/4の金額とする。
・合併する年度から起算して３年度を経過した年度
は、バス及びフェリーの通学定期料金の合計額から当
該通学定期の最低料金の合計額を差し引いた額の1/4
の金額とする。

設置室
　パソコン室、保健室

※　単独費で設置

設置室
　パソコン室、保健室

※　単独費で設置

整備方針が異なる。

※　鹿児島市及び桜島町は、活動火山対策特別措置法
　による国庫補助を受けて整備を実施してきている
　が、その他の町は同法が適用されていないため、合
　併後の国庫補助の適用範囲について国の動向を調査
　する。

現行どおりとする。
（ただし、活動火山対策特別措置法の適用の動向を見
極めながら調整する。）
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

9 教職員住宅管理事業 １　入居資格
　　教職員住宅が設置されている学校
　に在職する教職員
２　管理規則等
　　鹿児島市教職員住宅管理要領
３　設置状況　　計　８戸

１　入居資格
　　町立小・中学校に勤務する者。
　ただし特別の事情がある時はその限
　りではない。
２　管理規則等
　　吉田町教職員住宅管理規程
３　設置状況　　計　２２戸

共済住宅償還金残高（14年度末）
　　23,524,733円

１　入居資格
　　原則として町立幼・小・中学校に
　勤務する者
２　管理規則等
　　桜島町教職員住宅管理規程
３　設置状況　計　３４戸

共済住宅償還金残高（14年度末）
　　22,280,642円

１　入居資格
　　町立小・中学校に勤務する者
　又は町長が認める者
２　管理規則等
　　特に定めていない。
　　管理は町企画課
３　設置状況　計　２３戸

10 私立幼稚園就園奨励費補
助事業

・14年度予算　（補助金のみ）
　　　　　489,657千円　（7,319人）
①交付方法
　　　４月～９月、１０月～３月分を
　　年２回に分けて園の設置者に交
　　付。
②途中入退園者に対する交付額
　　　入園料の有無を勘案し、
　　　それぞれ月割り計算額を交付。
 
私立63園

・14年度予算(補助金のみ）
　　10,338千円
　　（142人：13年度実績）
①交付方法
　一年分を一括して園の設置者に交付
②途中入退園者に対する交付額
　入園料の有無を勘案し、
　それぞれ月割り計算額を交付。

私立2園

該当なし。 ・14年度予算　（補助金のみ）
　　　　6,646千円　（80人）
①交付方法
　　　４月～９月、１０月～３月分を
　　　年２回に分けて園の設置者に
　　　交付。
②途中入退園者に対する交付額
　　　入園料の有無を勘案し、
　　　それぞれ月割り計算額を交付。

私立1園

11 校区の弾力化 鹿児島市指定学校変更事務取扱要領に
より平成10年度から弾力化を実施。

特に基準は設けていない。
個々のケースにより判断する。

特に基準は設けていない。
個々のケースにより判断する。

特に基準は設けていない。
個々のケースにより判断する。
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

１　入居資格
　　町内の小・中学校に勤務し、教育
　長が認めた者
２　管理規則等
　　特に定めていない
　　維持管理は町総務課管財係
３　設置状況　計　１５戸

共済住宅償還金残高（14年度末）
　　47,689,013円

１　入居資格
　①町立の小・中に勤務し公立学校共
　　済組合員の資格を有する者
　②郡山町教育長
　③管理者（町長）が認めた者
２　管理規則等
　　郡山町教職員住宅管理規則
３　設置状況　計　１８戸

共済住宅償還金残高（14年度末）
　　33,143,014円

設置状況、管理運営方法等が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の職員住宅建設に
係る公立学校共済組合に対する債務については、合併
時に鹿児島市に引き継ぐものとする。

・14年度予算　（補助金のみ）
      1,349千円　（13人）
①交付方法
　　年１回・園の設置者に交付。
　　年内に交付予定。
②途中入退園者に対する交付額
　　　保育料の月割り計算額を交付。
※14年度から事業を開始。

・14年度予算　（補助金のみ）
     5,000千円（79人）
①交付方法
　　　年１回２月に交付
②途中入退園者に対する交付額
　　入園料の有無を勘案し、
　　それぞれ月割り計算額を交付。

私立1園

交付方法等が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

特に基準は設けていない。
個々のケースにより判断する。

特に基準は設けていない。
個々のケースにより判断する。

５町には、指定学校変更基準がない。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

12 特認校児童送迎事業 該当なし。 該当なし。 該当なし。 該当なし。

13 活性化促進就学助成金 該当なし。 該当なし。 該当なし。 児童数の少ない小学校の校区に転入、
転居した児童、未就学児に対する助
成。
◎対象校 …児童数120人未満
◎助成金 …１人　100,000円
◎年間予算額 …2,000千円
◎事業開始 …平成７年度
◎目的…児童数の維持、増加を期し、
       教育振興を図る。

14 学校評議員制度 保護者や住民等を把握しこれを学校運
営に反映させることにより、開かれた
学校づくりを推進するため、校長の求
めに応じて意見を述べる学校評議員を
設置

１　開始年度
  　平成１５年度から２年間、
　　協力校として実施
２　実施校
　　小８校、中４校、高１校
３　会議開催回数
　　原則として個人聴取とする
４　任期
　　１年
５　謝金等なし

該当なし。 該当なし。 該当なし。
（開始年度検討中）
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 花尾小の児童減少対策として、郡山小
校区の児童が花尾小に通学。
その児童の送迎を実施。
　◎平成１４年度転入学児童　１人
　　公用車使用326,000円（賃金）
　◎平成15年度　2人
　　タクシー委託料612,000円

郡山町のみ。 合併する年度の翌年度に廃止する。ただし、合併の日
の前日までに制度の適用を受けている児童について
は、卒業時まで継続する。

該当なし。 該当なし。 喜入町のみ。 合併時に廃止する。ただし、合併の日の前日までに喜
入町地域の当該小学校区に転入・転居した者について
は、現行どおりとする。（合併後も、喜入町地域の当
該小学校区に居住し、当該小学校に入学することが条
件となる。）

保護者や住民等を把握しこれを学校運
営に反映させることにより、開かれた
学校づくりを推進するため、校長の求
めに応じて意見を述べる学校評議員を
設置

１　開始年度
　　平成１４年度
２　実施校
　　小４校、中１校
３　会議開催回数
　　各学校学期１回（年３回）
４　任期
　　委嘱の日から該当年度の末日まで
５　謝金等
　　1回につき3,000円

保護者や住民等を把握しこれを学校運
営に反映させることにより、開かれた
学校づくりを推進するため、校長の求
めに応じて意見を述べる学校評議員を
設置

１　開始年度
　　平成１４年度
２　実施校
　　小３校、中１校
３　会議開催回数
　　各学校学期１回（年３回）
４　任期
　　１年
５　謝金等
　　1人年間10,000円

設置状況が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

(46) － 15



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

15 複式学級講師補助 該当なし。
※　参考
　複式学級を有する学校
　小学校：東桜島（1）　黒神（3）
　　　　　錫山（2）
　中学校：黒神（1）

該当なし。
※　参考
　複式学級を有する学校
　小学校：本城（2）

該当なし。 複式学級のある学校に対して、特別講
師を委嘱して、複式教育の充実を図
る。
※　参考
　　2,500円×2人×100時間＝ 50万円

　複式学級を有する学校
　小学校：一倉（2）

16 国際交流教育の推進事業 ＡＬＴ１０人　予算５４，５７７千円 ＡＬＴ１人　予算５，０７７千円 該当なし。 ＡＬＴ１人　予算５，０７１千円

17 個性あふれる学校づくり推
進事業

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額２０，００５千円（15年度予算）

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額４８４千円（15年度予算）

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額９３千円（15年度予算）
※　ただし，報償費のみ

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額７５０千円（15年度予算）
※ただし，校外学習の交通費補助のみ。
※地域人材活用事業で，総合の時間の
　講師謝礼を計上。
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。
※　参考
　複式学級を有する学校
　小学校：花尾（1）

喜入町のみ。 合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

ＡＬＴ１人　予算４，９９２千円 ＡＬＴ１人　予算４，４７６千円 雇用状況が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額１，５００千円（15年度予算）

各学校の総合的な学習の時間の経費負
担
　　総額２３５千円（15年度予算）
※ただし，バス借り上げ料と運転手賃金
　のみ

経費負担の費目等が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

18 障害児教育の推進(小・中
工事)

特殊学級の整備
１　和室　（小：46／46校，中：25／26校）
　　温水ｼｬﾜｰ（43／46校，5／22校）
　　手洗い場（45／45校，26／26校）
　　調理台（０／45校，13／26校）
２　予算　　　29,155千円（14年度）

特殊学級の整備
１　和室　（小：１／３校，中：０／１校）
　　温水シャワー（０／３校，０／１校）
　　手洗い場（１／３校，０／１校）
　　調理台（０／３校，０／１校）
２　予算　　　　　　0千円（14年度）

特殊学級の整備
１　和室　（小：１／２校，中：１／１校）
　　温水シャワー（０／２校，０／１校）
　　手洗い場（１／２校，１／１校）
　　調理台（０／２校，０／１校）
２　予算　　　　　　0千円（14年度）

特殊学級の整備
１　和室　（小：３／３校，中：１／１校）
　　温水シャワー（１／３校，０／１校）
　　手洗い場（１／３校，０／１校）
　　調理台（０／３校，０／１校）
２　予算　　　　　　0千円（14年度）

19 預かり保育事業 私立幼稚園協会に対する助成事業の中
で実施。長期休業中に預かり保育を実施
している幼稚園に対して補助。（預かり保
育園児１人１日当たり２４８円）

該当なし。 保育時間終了後，預かり保育を希望する
園児を対象。
臨時職員1人　　　　　　　1,222千円
保護者負担なし

該当なし。

20 中学校選手遠征費補助金 １　対象事業
　　中体連が主催する九州・全国大会
　
２　対象経費及び補助率
　　交通費、宿泊費の2分の1

１　対象事業
　　中体連が主催する九州・全国大会

２　対象経費及び補助率
　　旅費（宿泊費を含む）、食費（昼
　食）など実費額中
  (1)全国大会・・・3分の2を補助
  (2)九州大会・・・2分の1を補助

１　対象事業
　　県代表として出場する九州・
　全国大会
２　対象経費及び補助率
　　交通費・宿泊費等実費額中
　(1)中学校体育連盟主催の
     全国・九州大会・・全額を補助
　(2)その他の大会・・2分の1を補助

１　対象事業
　　県内大会（要綱に基づく大会
　のみ）、九州大会及び全国大会
２　対象経費及び補助率
　　交通費、宿泊費、食費及び大会
　参加負担金
　(1)地区及び県大会50％以内
　(2)九州・全国大会90％以内
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

特殊学級の整備
１　和室　（小：３／３校，中：１／１校）
　　温水シャワー（１／３校，０／１校）
　　手洗い場（３／３校，１／１校）
　　調理台（０／３校，０／１校）
２　予算　　　2,700千円（14年度）
※　階段昇降車１台整備済み

特殊学級の整備
１　和室　（小：０／１校，中：０／０校）
　　温水シャワー（０／１校，０／０校）
　　手洗い場（０／１校，０／０校）
　　調理台（０／１校，０／０校）
２　予算　　０千円（14年度）

整備状況が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 実施状況が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。ただし、桜島町の預かり保育事業については
現行どおりとする。

１　対象事業
　　中体連が主催する九州・全国大会
２　対象経費及び補助率
　　交通費、宿泊費及び昼食費の
   2分の1

１　対象事業
　　各種対外競技
　（地区、県、九州、全国大会等）
２　対象経費及び補助率
　　事業計画書、収支予算書をもって
　審査し、補助金額を決定する。

対象事業、補助率等が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

21 学校給食の管理運営事業 １　学校数等
　　自校方式校・・５９校
　　センター校・・３１校（２場）
２　雇用形態（調理員）
　　自校方式校・・市職員
　　センター・・民間委託
３　委託状況
　　自校方式校・・該当なし
　　センター・・調理、配送、
　　　　　　　　回収、洗浄

すべてセンター校
　１　学校数等
　　　７校（１場）
　２　雇用形態（調理員）
　　　町職員、町臨時職員
　３　委託状況
　　　配送、回収

すべて自校方式校
　１　学校数等
　　　３校
　２　雇用形態（調理員）
　　　町臨時職員
　３　委託状況
　　　該当なし。

すべてセンター校
　１　学校数等
　　　７校（１場）
　２　雇用形態（調理員）
　　　民間委託
　３　委託状況
　　　調理、配送、回収、洗浄

22 給食費 自校方式校
　　各校の食材料費によりそれぞれ算
　定し、各校で異なる。
センター校
　　学校給食センターの食材料費によ
　り算定し、各校すべて同額である。

〔参考〕
自校方式校（平均）　センター方式校
１　小学校　　　　　１　小学校
　　　219円90銭　　　　　210円04銭
２　中学校　　　　　２　中学校
　　　257円46銭　　　　　246円70銭

全校センター方式につき、学校給食セ
ンターの食材料費により算定し、各校
すべて同額である。

１　小学校
　　　202円
２　中学校
　　　248円

全校自校方式につき、各校の食材料費
によりそれぞれ算定し、各校で異な
る。

（平均）
１　小学校
　　　234円
２　中学校
　　　287円

全校センター方式につき、学校給食セ
ンターの食材料費により算定し、各校
すべて同額である。

１　小学校
　　　189円06銭
２　中学校
　　　218円85銭
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

すべてセンター校
　１　学校数等
　　　５校（１場）
　２　雇用形態（調理員）
　　　町臨時職員、パートタイマー
　３　委託状況
　　　配送、回収

すべてセンター校
　１　学校数等
　　　４校（１場）
　２　雇用形態（調理員）
　　　町職員、町公共施設管理公社
    職員
　３　委託状況
　　　調理、配送、回収、洗浄の一部

学校給食の運営形態及び調理員の雇用形態が異なる。 桜島町は、合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に
統合する。
吉田町、喜入町、松元町及び郡山町の共同調理場は、
合併時にそれぞれ鹿児島市の学校給食センターとして
引き継ぐものとし、鹿児島市と同一の管理運営とする
ことを基本に合併する年度の翌年度までに調整する。

全校センター方式につき、学校給食セ
ンターの食材料費により算定し、各校
すべて同額である。

１　小学校
　　　210円
２　中学校
　　　250円

全校センター方式につき、学校給食セ
ンターの食材料費により算定し、各校
すべて同額である。

１　小学校
　　　210円63銭
２　中学校
　　　248円38銭

給食費が異なる。 給食費の積算方法については、合併する年度の翌年度
に鹿児島市の制度に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(46)　学校教育事業 教育専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町 喜　入　町
項　　　　　目

23 教育相談の充実 １　教育相談室相談員
　　　相談員　　　5人
　　　報酬額　　　月額127,300円
２　市独自のスクールカウンセラー
　　　相談員　　　8人
　　　報酬額　　　月額127,300円
３　適応指導教室
　　　設置　　　　2校
　　　相談員　　　2人
４　相談員への研修
　　　月１回実施

該当なし。 相談員２人（年１回開催，谷山病院医
師１人、他町中学校教諭１人）
報酬額：時給5000円，3000円×５時間
該当なし。

該当なし。

該当なし。

相談員１人
（社会教育指導員兼務）

該当なし。

該当なし。

該当なし。
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（様式２）その２

(46)　学校教育事業 教育専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

「社会教育指導員」として４人を中央
公民館に配置、業務内容の一部で教育
相談やスクールカウンセラーなども
行っているが社会教育が中心。

該当なし。

該当なし。

相談員2人

該当なし。

該当なし。

該当なし。

相談員の配置および報酬額が異なる。

スクールカウンセラーの配置、旅費、勤務形態が異な
る。

鹿児島市のみ。

鹿児島市のみ。

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。
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